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会社法による会社分割による事業承継スキームの解説

本件は、SPVとして設立された新会社に対して、譲渡される有望事業の将来キャッシュフローの現在価
値に依拠する投資として、第三者投資家が新会社の新発増資の引受を行い、これにより新会社が旧会
社へ事業譲渡に対する譲渡対価を支払います。旧会社は既存事業を緩やかに清算する資金を確保する
ことが可能になります。

新会社には、優秀な経営陣と既存取引関係を担保する人的な手当を事前に用意することで、速やかに
事業価値の拡大を推進できます。投資家は、事業の潜在的な価値を評価し、初期に投資することで大き
なリターンを得ることが可能になります。

仕入先

販売先

新経営陣が中心株主

100％→【80】％程度

第三者割当増資（事業の将来価値）

プロジェクトファイナンス的なアプローチ
配当もしくは退職金

旧会社
（会社分割）
新設分割方式

対象事業
（権利一式）

対象事業
（権利一式）

創業者 株主

分割事業譲渡

投資家

新株主

（株式【20％】程度）

譲渡の対価
会社法第758条
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